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平成 １９ 年第１回まんのう町議会臨時会会議録（第１号） 

平成１９年１月２３日    開 議  午前９時３０分

開  会

日程第１

日程第２

日程第３

議 長

町  長

議  長

議  長

議  長

議  長

議  長

 あらためまして、お早うございます。久元豊議員より病気療養のため、欠席の届けがありましたので、ご報告いたします。ただ

今の出席議員は 20名であります。定足数に達しておりますので、これより平成 19年第 1回まんのう町議会臨時会を開会いたした
いと思います。招集者であります、町長のごあいさつをお願いいたします。町長、栗田隆義君。

 みなさんお早うございます。第 1回のまんのう町議会臨時議会をお願い申し上げましたところ、議員各位皆様方におかれまして
は、ご出席を賜りまして、ありがとうございます。まず 1月１１日木曜日に四条小学校におきまして、6時限目のクラブ活動の時
間に２階コンピュータ室におりました児童が、体調不良を訴え児童８人全員香川小児病院に搬送いたしました。現在は全児童登校

いたしております。原因につきましては、１階の調理室から排出されました一酸化炭素中毒によるものであります。警察消防によ

る現場検証の後、応急の改修工事を行い、現在安全性の確認をいたしております。被害にあわれました児童保護者の皆様、また

全保護者におきましては、１月、１４日１７日２１日と説明を開催いたしております。被害にあわれました、児童のケアには、万

全をつくしてまいる所存でございます。ま、今後このような事故のないよう、点検を行ってまいりたく存じております。児童保護

者、また住民の皆様、議員各位に対しまして、この場をお借りいたしまして、あらためて深くお詫びを申しあげます。議員各位に

おかれましては、この後詳細説明をさせていただく所存でございます。さて、本日お願い申し上げております、議案３議案ともに

工事請負変更契約の締結についてであります。慎重審議、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申しあげます。

 直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配布したとおりであります。

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１１９条の規定により、議長において、１９番加地

禎君、２０番髙木堅君を指名いたします。

 日程第２会期の決定の件を議題といたします。お諮りいたします。本臨時議会の会期は本日１日間といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

 （なし）

 異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決定いたしました。

 日程第３、議案第１号、工事請負変更契約の締結について、平成１８年度都市公園等統合補助事業満濃町総合公園整備工事（第

１工区）の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。町長栗田隆義君。
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町 長

議  長

白川美議員

議  長

本屋敷議員

議  長

 議案第１号、工事請負変更契約の締結について、満濃町総合公園整備工事（第１工区）についてご説明申し上げます。

工事請負変更契約について、地方自治法第９６条、第１項、第５号及びまんのう町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、

または処分に関する条例第２条の規定により、下記のとおり議会の議決を求めるものであります。

変更増の契約金額は８３９万７９００円であり、当初契約額９６３９万円が最終的に一億とび４７８万７９００円となります。

変更理由につきましては、一部開園にむけて最終的に安全性を確保するために一部野球場のフェンスの追加、水道本管敷設、該

当進入路の整備などを追加し、利用者の利便性をはかるものであります。

なお、変更請負金額については、第３工区の工事減額分を充当しました。以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いし

ます。

これをもって提案理由、ならびその内容の説明を終わります。

これより、質疑にはいります。質疑はありませんか。

（なし）

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。お諮りいたします。ただ今議題になっております、議案第１号は会

議規則第３９条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、議案第１号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。７番白川美智子君。

これは私は事業そのものに、反対でございます。よって反対をいたします。

本屋敷 崇君。

本工事ですが、これはまあ、合併前の諸事情により、当初とは計画が変更されて都市計画の見直しというかたちで進んでおりま

すが、今現在、すでに工事はある程度進んでおり、公園とかですね、野球場とかも保護者の方とかも、ですね、使いたいという形

もありますし、早急の最終使用にむけての工事をしていただくためにこれをかけてしていただきたいと思います。

ほかにありませんか。

（なし）

これをもって討論を終了いたします。これより議案第１号、工事請負変更契約の締結について、（平成１８年度都市公園等統合

補助事業満濃町総合公園整備工事（第１工区））の件を起立により採決いたします。
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日程第４ 議  長

栗田町長

議  長

白川美議員

議  長

藤田議員

本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

起立多数であります。

よって本案は原案の通り可決されました。

日程第４、議案第２号、工事請負変更契約の締結について、（平成１８年度都市公園等統合補助事業満濃町総合公園整備工事（第

２工区））の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。町長栗田隆義君。

議案第２号、工事請負変更契約の締結について、（満濃町総合公園整備工事（第２工区））につきまして、ご説明申しあげます。

工事請負変更契約について、地方自治法第９６条第１項第５号、及びまんのう町議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により下記のとおり議会の議決を求めるものであります。変更増の契約金額は４３３万４４００円

であり、当初契約額５５１２万５０００円が最終的に５９４５万９４００円となります。変更理由につきましては、第１号議案と

同じく、一部開園にむけての整備、（法面の小段舗装、遊歩道舗装、調整池のポンプの設置等）のためであり、財源につきまして

は、第３工区の減額変更による差額金を充当いたしました。よろしくご審議のほどお願いいたします。

これをもって提案理由及びその内容の説います。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なし）

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。お諮りいたします。ただ今議題になっております、議案第２号は会

議規則第 39条第 2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（なし）

異議なしと認めます。よって、議案第２号の委員会の付託を省略することに決定しました。

これより、討論に入ります。討論はありませんか。7番 白川美智子君。
やはり、さっきと同じで事業そのものに反対でございますので、反対といたします。

本案に対する賛成討論の発言を許します。10番 藤田昌大君。
10番 藤田ですが、昨日ですね、1号議案、第 1号第 2号のですね、現地を見せてもらいました。街路灯とか、いう部分でです

ね、非常に中途半端な、工事に終わっとるなと。・・・もですね、そういう部分で大体あの未整備なところが多いなと思ったんで

すが、気になるのは、この契約とですね、契約金額とこれ、変更額を足した場合にどういう増加率になるのかというんが、ちょっ

と気になりますんで、これ絶対せないかん工事ですので賛成討論やっておりますんで、誤解のないように。そしてその中でですね、

私も跡地利用の委員会来ますんで、見ますとやっぱりバックアップの 1号議案については、野球場当然変更しなければいけない。
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日程第５

議  長

議  長

栗田町長

議  長

川原議員

利用が不自由だと思いますし、今回のですね、この・・とか遊歩道とか見ますとやはりきちっと整備しなければですね、全然今ま

での整備が生きてこないいう気がします。そういった部分ではこの議案に対する賛成をするわけですけども、その安易なですね、

補正が出たないんかなという心配がありますので、その辺きちっと数字的な部分とかどうしても必要だというですね、理由付けを

やっぱりきちっとしてですね、中途半端に終わっていることは多分議員の皆さん方見にいっとると思いますんで、賛成しよると思

いますが、そういった部分ではですね、やっぱりきちっとした整備が出来て、次の工事につなげられるような、変更だろうと思い

ます。そういった部分では、必要不可欠な部分であるし、今までの工事を生かす予算投入をですね、生かす意味の是非次につなげ

る変更契約だと思いますので、是非充実した設備にしていただきたいと、いう部分で賛成討論に変えたいと思います。以上です。

 これをもって、討論を終了いたします。

これより議案第 2号、工事請負変更契約の締結について（平成 18年度 都市公園等統合補助整備事業満濃町総合公園整備工事
（第 2工区））を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ありませんか。
起立多数であります。

よって本案は原案の通り可決されました。

日程第５、議案第 3号、工事請負変更契約の締結について（平成 18年度 地方道路整備臨時交付金事業町道江畑線災害防除工
事）の件を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。町長 栗田隆義君。

議案第 3号 工事請負変更契約の締結について、町道江畑線災害防除工事について、ご説明申し上げます。工事請負変更契約に
ついて、地方自治法第 96条第 1項第 5号及びまんのう町議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得または処分に関する条例、
第 2 条の規定により、下記のとおり議会の議決を求めるものであります。変更増の契約金額は 724 万 5 千円であり、当初契約額
5775万円に追加し、最終的に 6499万 5千円となります。変更理由につきましては、町道五毛線における臨時交付金事業が今年度
で完了し、精査をおこなった結果、約 500万円の差金をこの江畑災害防除工事へ流用するものとして、請負差金による追加工事で
あります。なおこの事業は次年度へ継続し、完了させる工事でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

これをもって、提案理由及びその内容の説明をおわります。これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。

川原茂行君。

この趣旨自体は分かるんですがですね、議案の添付する時に、なぜ何 10メータ、何 100メータ伸びるんかという図面の添付が
欲しいんですが、それは事務局のほう、どんなに思っとるんですか、ただ金はそちらのほうから出てくるのはわかります。継続で

いくというのも分かるんですが、何ぼぐらい伸びるんですかと、こういうのがまったく分からない、わかっとれば、ちょっとお聞
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議  長

建設課長

議  長

谷森議員

議  長

建設課長

議  長

谷森議員

議  長

建設課長

きします。

建設課長 小野 隆君。

今、川原議員さんからご質問されました、添付等の書類でございますが、この今町長が説明しましたように約 500万、ま町道五
毛線をご承知のように工事を同じように臨交金事業でやっておりました。その臨交金事業につきましてはですね、今回、今年をも

って完了いたしました。先般完了検査をしたところでございます。それによりまして、今、年末から正式に町道桶樋五毛線として

通行しております。その時にですね、最終精査の中で約 500万のお金を減額いたしまして、同じ事業でございますので、ま、県と
相談いたしまして、そのお金をですね、江畑線のほうに流用さしていただくと、江畑線はご承知のようにカットのやり直しという

ことで、災害的な防除工事ということでございまして、今の当初のお金ですと、東側逆にトンネル側といったらよく分かると思い

ますが、最初は上 2段をきる予算がいただけておりませんでした。それで、ま今年 500万とですね、若干請け負い差金ございます
ので、今言った約７00万のお金でですね、もう一段、小段を整形をすると、そいでまあ、次年度 19年度にですね、ま、次は少し
の予算で最終的に完了さすと、言うようなことでですね、延長でなくてですね、あしこの場合には小段のもう一段をのけてですね、

土を運び出すというような作業でございます。ということで、まあ添付書類等はつけておりませんでした。今後におきましては、

ですね、出来るだけ添付書類等につきましては、分かる範囲で議案の後ろへ添付するように致しておこと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上です。

ほかに。21番 谷森哲雄君。
お尋ねしますが、これはあの、所謂、関連で、所謂、こう路線が接続しておる工事とこういうことですか。

建設課長、小野隆君。

今の谷森議員のご質問でございますが、この事業は国の補助事業、補助事業が臨交金事業といってございます。その事業自体が

同じということで、路線は完全に別でございます。ということでございます。

谷森哲雄君。

考えてみますと、既契約の金額 5775万と、それで変更増の契約金額が 724万 5千円とまあ、あの金額的にもかなり大きなんで
すが、それと路線が違うのであれば、これはもう多分随意契約かと思うんですが、新たにこう競争入札とか、そういうことを行う

べきかなと思たりするんですが、この点如何ですか。

小野隆君。

今のご質問ですが、その金額がたまたまですね、一つの一箇所違う工事が最終的に精査されまして、実績でですね、たまたま今
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閉  会

議  長

議  長

議  長

議  長

議  長

回、減額になったと、いったん、一応国の方へお返しするというような形をとります、事務的には。それで追加でですね、内容が

我が町の場合には緊急度を要する、災害防除工事と言うようなことでございますので、出来たら、満濃町の中で差金をしまいした

いと、どっちしたって次年度には簡潔しなければならない、という事業でございますので、同じ町の中のお金を下さいよと、言う

ようなとこからですね、事務的に 500万の差金を追加していただいた。それとですねま、700万だったらまあ額も大きいんでです
ね、再入札をしてですね、するべきでなかろうかと、言うようなご質問ですが、当然 3割を超えるような大きい事業金額でしたら、
ですね、当然、ま、入札をすべきでございますが、まあ、金額もですね、ご承知のように 700万ぐらいな金額でございます。まそ
ういうことでですね、まいろいろな、事務的なあの、状況の中から、県とも相談いたしまして、ですね、それはそのまま変更増で

いけるだろうというようなこともいただいて、その上でですね、こんな形をとっております。以上でございます。

ほかにございませんか。

（なし）

これをもって質疑を終了いたします。お諮りいたします。ただ今議題となっております議案第 3号は会議規則第 39条第２項の
規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、議案第３号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより、討論に入ります。討論は

ありませんか。

（なし）

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより議案第３号、工事請負変更契約の締結について（平成１８

年度 地方道路整備臨時交付金事業町道江畑線災害防除工事）を採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ありませ

んか。

（なし）

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。これにて、平成１９年 第１回まんのう町議会臨時

会を閉会いたします。

閉 会 時 刻     午前９時５８分
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  地方自治法第１２３条第３項の規定により署名する。

   平成１９年１月２３日

              まんのう町議会議長

              まんのう町議会議員

              まんのう町議会議員
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